
令和８年度福島県玉川村 地域プロジェクトマネージャー募集要項 

（豊かな自然の中で実現する自分だけの「たまかわくらし」プロジェクト） 

 

１．目 的  

玉川村（たまかわむら）は福島県の中南部に位置し、阿武隈山地の西斜面の丘陵地と阿武隈川東岸に開け

た平坦地からなり、人口約 6,000 人の自然豊かな村です。高速交通網として、東北自動車道と磐越自動車道

を結ぶあぶくま高原道路が平成 23 年に全線開通し、主要都市部へのアクセスに優れています。 

更に福島県の空の玄関口としての福島空港があり、北海道（新千歳空港）や大阪（大阪国際空港）へのアクセ

スが非常に便利です。  

本村では、現在人口減少に歯止めがかからない現状があるため、着地型の観光事業を推進しながら、交流

人口及び関係人口の拡大を図り「地方への新しい人の流れをつくる」取組として、移住者を含めた全ての村民

が「住んでみたい、住み続けたい」と感じる玉川村としていくために、地域社会・経済の活性化を目指しておりま

す。  

そのような中、「玉川村人口ビジョン」に掲げている目標人口である、2040 年において 5,000 人を確保する

ため、これからの村を担う人材の育成や、村内外の人材が多様に関わる仕組みづくりを行うとともに、現在村が

推進しております「すがまプラザ宅地エリア」への移住の流れの創出等、関係団体や民間事業者及び外部専門

人材と連携し、成果を上げられる人材の確保が必要と考えております。 

さらには、移住者確保に向けた村の情報発信、移住相談者への対応、各種イベントへの参加等「玉川村移住

推進計画」に沿った「豊かな自然の中で実現する自分だけの「たまかわくらし」プロジェクト」を推進することを目

的に、地域プロジェクトマネージャーを募集いたします。  

 

２．募集人員  

地域プロジェクトマネージャー １名  

 

３．活動名称  

豊かな自然の中で実現する自分だけの「たまかわくらし」プロジェクト  

 

４．業務内容  

（1）移住者の受け入れ体制の強化 

 ①たまかわくらしサポートセンターの管理運営  

②移住者確保に向けた情報発信 

③たまかわくらし体験ツアーの実施（年 1 回以上）  

 ④玉川村地域おこし協力隊を活用した「移住コーディネーター」の配置・育成  

 ⑤その他の業務  

（2）住まいの確保・充実促進 

 ①すがまプラザ宅地エリアの利活用促進  

②移住定住促進補助事業の PR と利用者数の確保  

 ③空き家・空き地情報のヒアリング  

 ④村空き家空き地バンク利活用促進  

 ⑤たまかわくらし体験住宅の利活用  



 ⑥現在村が推進している「たまかわくらしワークスタイルサポート事業」の支援  

   ・「農ワーケーション実証事業」、「デュアル農家育成事業」、「一人多役 福業たまかわ創出事業」等 

 ⑦その他の業務  

（3）産業振興・雇用機会の創出 

  ①空き店舗と創業希望者のﾏｯﾁﾝｸﾞ支援  

 ②スタートアップ創業者支援事業の PR  

 ③空き店舗・空き家等を再利用した出店者サポート  

 ④「コワーキングスペースたまかわ」等村内テレワーク施設のサポート  

 ⑤その他の業務  

（4）地域おこし協力隊活性化支援  

 ①地域おこし協力隊と連携した地域活性化への取組 

 ②地域おこし協力隊と連携した情報発信 

 ③地域おこし協力隊と連携したイベント支援 

 ④その他の業務  

（5）その他の業務  

 ①村が推進する観光関連事業者との定期的な情報交換  

 ②村観光物産協会との連携  

 ③ふるさと回帰支援センターと連携した移住 PR  

 ④専門的な知識を得るためのセミナーや先進地への視察研修  

（6）その他地域プロジェクトマネージャー本人の企画提案に基づく業務 

（7）村長等に対する業務報告 

 

５．求める人材像  

（1）移住定住推進に関連する事業等に携わった経験があり、かつ多くの関連事例について知識を有している方  

（2）地域住民や移住者、地域おこし協力隊等をはじめとした多様な関係者とコミュニケーションを円滑に行える方  

（3）プロジェクトの推進に意欲と熱意があり、地域になじむ意志のある方  

（4）新しい取組に自ら果敢に挑戦し、課題を乗り越えていく意欲や情熱のある方  

（5）当村の実情を理解している方  

 

６．任用形態・期間  

（1）玉川村会計年度任用職員（パートタイム職員）として任用します。  

（2）任用期間は採用時から令和９年３月３１日までとします。  

※年度ごとに任用を更新し、任用日から最長で 3 年間の任用を可能とします。  

 

７．任用要件  

① 応募時点で 20 歳以上の方  

② 次に掲げる要件のいずれかに該当し、隊員に任用された後、直ちに住所を本村に異動すること 

が確実な者。  

ア 三大都市圏内の都市地域（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大

阪府、兵庫県及び奈良県の区域全部）のうち過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年



法律第 19 号）、山村振興法（昭和 40 年法律第 64 号）、離島振興法（昭和 28 年法律第 72 号）、半島振興

法（昭和 60 年法律第 63 号）、奄美群島振興開発特別措置法（昭和 29 年法律第 189 号）、小笠原諸島

振興開発特別措置法（昭和 44 年法律第 79 号）又は沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）に

より指定された地域（以下「条件不利地域」という。）以外の地域に現に住所を有する者。  

イ 指定都市（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 19 第１項に規定する指定都市をいう。）

のうち条件不利地域以外の地域に現に住所を有する者。  

ウ 過去に「玉川村地域おこし協力隊設置要綱」に規定する玉川村地域おこし協力隊の隊員としての活動を

経験した者。  

③ 活動内容を積極的に企画・提案・実行できる方  

④ 地域住民と協力しながら意欲的に活動できる方  

⑤ 普通自動車運転免許を取得している方  

⑥ パソコン・携帯電話等の情報通信機器を使用でき、ワード・エクセル・ソーシャルネットワーキングサービス

等を活用できる方  

⑦ 地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 16 条に規定する欠格事項に該当せず、心身ともに健康

で誠実に業務を行うことができる方  

 

８．勤務時間・勤務場所・休日・休暇  

（1）勤務時間：週 5 日勤務 ８：３０～１６：３０（1 日の勤務時間：7 時間 00 分）  

（2）勤務場所：玉川村企画政策課（または すがまプラザ交流センター）  

（3）休日：原則は土曜日・日曜日・祝日・年末年始とする。ただし、業務に必要な場合は出勤とし、代休日を指

定する。  

（4）休暇：玉川村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に基づき、年次有給休暇を付与 

します。  

（5）その他：任用期間中、地域プロジェクトマネージャーとしての活動に支障のない範囲において、 

対価を得る活動に従事することができます。その場合は、事前に村長の承認を得る必要があります。  

 

９．待遇・福利厚生  

（1）報酬 基本給 月額 334,400 円 

    ※月平均勤務日数２１日  

（2）期末手当 支給あり（玉川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第 23 条に基づき支

給します）  

（3）通勤手当 支給あり（玉川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第 27 条に基づき支

給します）  

（4）福利厚生 社会保険、厚生年金、雇用保険に加入します。  

（5）その他、引越し、住居、電話通信費、活動期間中の生活に要する費用等は自己負担となります。  

 

10．質問  

質問は、所定の質問票に必要事項を記載の上、「11．応募手続き」に記載の提出先まで、メールにて 

お送りください。  

質問の受付期間：令和８年２月１０日（火）から採用者が決定するまで  



質問への回答は、随時メールにて行います。  

 

11．応募手続き  

（1）募集期間  

令和８年２月１０日（火）から 採用者が決定するまで  

※応募があり次第、随時選考を行います。採用者が決定した場合は期限を待たずに募集を終了いた 

します。  

（2）提出書類  

１地域プロジェクトマネージャー応募用紙  

２プロジェクト実現に向けた作文として「玉川村地域プロジェクトマネージャーとして目指す地域の姿」（1,000 

 字程度）  

３応募時の住所地における住民票抄本の写し  

４運転免許証のコピー  

  ※提出いただいた書類は返却しません。  

  ※提出頂いた情報は、採用選考の目的にのみ使用します。  

（3）提出先  

〒963-6392 福島県石川郡玉川村大字小高字中畷９番地  

 玉川村企画政策課 地域創生係  

電話：0247-57-4628 FAX：0247-57-3952  

E メール：kikaku@vill.tamakawa.fukushima.jp 

 

12．選考から任用までのスケジュール  

（1）1 次選考  

提出書類をもとに書類選考し、選考結果は、応募者全員に文書で通知します。  

（2）2 次（最終）選考  

1 次選考合格者を対象に個人面接を行います。個人面接の日時・場所については、書類選考結果通知の

際にお知らせします。なお、場所は玉川村役場内を予定し、2 次選考に要する交通費等は応募者の負担とし

ます。  

（3）2 次（最終）選考結果  

2 次（最終）選考結果は、対象者全員に通知します。  

（4）着任  

最終選考を踏まえ、諸手続を行った上で着任を予定しています。  

 

13．その他  

（1）本募集による任用は、当事業に係る令和８年度当初予算が成立した場合に実施します。 

このため、最終合格した場合でも、予算の状況により任用しない場合があります。 

(2)選考結果や選考内容に関するお問い合わせには一切お答えいたしかねます。また、応募や面接等に要す

る費用は、自己負担となります。  

（3）応募書類に不備がある場合、その旨を連絡しますが、不備の修正後の提出が応募締め切りに間に合わ

ない場合は、応募を無効とします。  



（4）災害や悪天候等の不測の事態により、応募書類の到着が遅延する等の事情がある場合には、その事情

を考慮して、取り扱いを決定します。  

（5）応募の際にお預かりした個人情報は、本応募の目的にのみ利用し、その他の用途には一切使用しませ

ん。  

（6）提出書類に虚偽の記載がなされた場合、採用を取り消す場合があります。 


